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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第117期
第３四半期
連結累計期間

第118期
第３四半期
連結累計期間

第117期

会計期間
自  平成23年３月１日
至  平成23年11月30日

自  平成24年３月１日
至  平成24年11月30日

自  平成23年３月１日
至  平成24年２月29日

売上高 (百万円) 63,302 62,974 88,215

経常利益 (百万円) 1,615 1,452 2,860

四半期(当期)純利益 (百万円) 619 1,070 1,906

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 623 1,070 2,452

純資産額 (百万円) 6,247 9,147 8,077

総資産額 (百万円) 72,211 71,017 69,350

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 5.40 9.33 16.63

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 8.7 12.9 11.6

　

回次
第117期
第３四半期
連結会計期間

第118期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年９月１日
至  平成23年11月30日

自  平成24年９月１日
至  平成24年11月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 1.61 0.63

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。

３．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

４．第117期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて

重要な変更があった事項は次のとおりであります。

(10)資金繰りに関するリスク

当社及び一部の連結子会社は、借入先金融機関より借入金元本について、平成25年２月末日までの返済期

限の延長及び返済方法の変更を主な内容とする借入金返済条件の変更に同意をいただいており、平成25年

３月以降の借入金の返済方法については、借入先金融機関に提案の上、別途合意を取得する予定としており

ます。

　当社グループは平成23年２月期から平成25年２月期までの中期経営計画について、過去２期は大幅に計画

を上回って達成しており、最終年度である当期も計画を達成する見込みであります。

　このような状況の中、当社グループは平成26年２月期からの次期中期経営計画を取引金融機関のご理解の

もと現在策定中であり、主力金融機関からは、既に当該計画に基づく借入金の返済方法について強い支援意

思の表明を頂いております。

　なお、当該事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行なわれておりません。　

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会

社)が判断したものであります。　　　　　　　

　
(１) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成24年３月１日～平成24年11月30日）におけるわが国経済は、一部に

復興需要を背景とした景気回復の兆しがみられましたものの、海外経済の減速は強まっており、輸出や

生産が大幅に減少するなど、全体として厳しい状況が続きました。今後の見通しにつきましても、中国経

済の行方、米国の財政運営、欧州債務危機等、海外情勢の不確実性が引き続き懸念され、景気回復には厳

しい状況が続くものと予想されます。　　　

百貨店業界におきましても、本格的な売上回復には至らぬ商況で推移いたしておりましたものの、11

月は気温が低めに推移したことで衣料品が好調な動きを見せ、売上高の下げ止まり傾向がみられまし

た。

こうした状況の下、当社グループの主要な事業であります百貨店業におきましては、「お客様第一主

義」を基本として、ライフスタイルや商環境の変化への対応力強化に努めてまいりました。

また、本年が最終年度であります「井筒屋グループ中期３カ年経営計画」も、着実に計画を上回る実

績で推移いたしております。

こうした施策を講じてまいりました結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績に

つきましては、売上高は62,974百万円(前年同期比99.5％)、営業利益は1,718百万円(前年同期比

85.0％)、経常利益は1,452百万円(前年同期比89.9％)となり、1,070百万円の四半期純利益(前年同期比

172.7％)となりました。
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　 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　 ①百貨店業

当社グループの主要な事業であります百貨店業におきましては、本店にて、11月に化粧品ゾーン

に新ブランドのロクシタンを導入し、自然派化粧品の品揃え強化をはかるなど、お客様のご要望に

お応えする取り組みをおこなっております。

コレットにおきましても、９月にメンズ・レディスの複合セレクトショップ「アバハウス　ラス

トワード　ガーデン」を九州初導入するなど、新規顧客の獲得と集客力の向上に努めております。

サテライトショップにおきましては、10月にＪＲ小倉駅構内に展開いたしております小倉駅店を

リニューアルオープンいたしました。また同月、北九州市小倉南区に新規オープンした商業施設内

に守恒ショップを出店するなど、お客様の利便性向上と顧客の拡大・深耕に努めております。

当第３四半期連結累計期間（平成24年３月１日～平成24年11月30日）の業績につきましては、売

上高は62,974百万円(前年同期比99.5％)、営業利益は1,872百万円(前年同期比84.8％)となりまし

た。

   ②友の会事業

友の会事業におきましては、株式会社井筒屋友の会が当社グループの百貨店に対して前払式の商

品販売の取次を行なっており、外部顧客に対する売上はありません。営業利益につきましては、18百

万円(前年は21百万円の営業損失)となりました。
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(２)  財政状態の分析

　　 ①資産

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,666百万円増加し、71,017百万

円となりました。うち、流動資産は14,512百万円、固定資産は56,504百万円であります。固定資産の主

な内容は、有形固定資産38,601百万円、無形固定資産391百万円、投資その他の資産17,511百万円であ

ります。

   ②負債

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ596百万円増加し、

61,870百万円となりました。うち、流動負債は22,715百万円、固定負債は39,154百万円であります。

負債の主な内容は、借入金33,199百万円、支払手形及び買掛金8,595百万円、前受金7,350百万円、再

評価に係る繰延税金負債3,737百万円であります。

   ③純資産

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ1,070百万円増加し、

9,147百万円であります。

　

(３)  事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(４)  研究開発活動

　　該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年11月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年１月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 114,804,953114,804,953
東京証券取引所
(市場第一部)
福岡証券取引所

単元株式数は
1,000株で
あります。

計 114,804,953114,804,953― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　該当事項はありません。

　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　該当事項はありません。

　

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。

　

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年９月１日～
平成24年11月30日

― 114,804 ― 10,532 ― 11,904
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式  152,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 114,257,000114,257 同上

単元未満株式 普通株式     395,953― 同上

発行済株式総数          114,804,953― ―

総株主の議決権 ― 114,257 ―

(注) １「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株(議決権6個)含まれて

おります。

２「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式792株が含まれております。

　　 ３ 当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

　載することができないことから、直前の基準日(平成24年８月31日)に基づく株主名簿による記載をしており

  ます。

② 【自己株式等】

　 　 平成24年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）      
株式会社井筒屋

北九州市小倉北区船場町
１番１号

152,000 ― 152,000 0.1

計 ― 152,000 ― 152,000 0.1
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

就任年月日

監査役 常勤監査役 日髙　伸一
昭和27年
8月31日

昭和51年4月 当社入社

(注)２ 20,818
平成24年
7月9日

平成12年3月 当社本店子供服・雑貨事業部ゼ

ネラルマネージャー

平成16年3月 当社本店商品統括室、特選ブ

ティック、婦人服部ゼネラルマ

ネージャー

平成17年3月 当社本店業務部ゼネラルマネー

ジャー

平成21年3月 当社業務監査室部長

平成24年7月 当社監査役に就任 　 　 　

　 現在に至る 　 　 　

(注) １．日髙伸一氏は、平成24年５月24日に開催された第117回定時株主総会において、補欠監査役に選任された者で

あります。

２．監査役の任期は、就任の時から平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　

(2) 退任役員

　

役名 職名 氏名 退任年月日

監査役 常勤監査役 菊本　泰彦 平成24年7月9日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成24年９月１日

から平成24年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年３月１日から平成24年11月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

EDINET提出書類

株式会社井筒屋(E03032)

四半期報告書

 9/20



１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,811 6,101

受取手形及び売掛金 1,940 3,038

有価証券 14 55

商品 3,759 4,523

貯蔵品 24 24

その他 692 770

貸倒引当金 △0 △1

流動資産合計 12,242 14,512

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 14,181 13,937

土地 24,321 24,274

その他（純額） 444 389

有形固定資産合計 38,948 38,601

無形固定資産 489 391

投資その他の資産

長期貸付金 11,339 11,161

その他 6,477 6,516

貸倒引当金 △148 △166

投資その他の資産合計 17,669 17,511

固定資産合計 57,108 56,504

資産合計 69,350 71,017
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,285 8,595

短期借入金 2,113 966

未払法人税等 46 45

前受金 6,760 7,350

その他の引当金 240 443

資産除去債務 － 4

その他 4,871 5,308

流動負債合計 21,317 22,715

固定負債

長期借入金 32,463 32,233

再評価に係る繰延税金負債 3,737 3,737

退職給付引当金 1,229 1,229

商品券回収損失引当金 742 756

その他の引当金 164 33

資産除去債務 406 408

負ののれん 380 231

その他 830 524

固定負債合計 39,955 39,154

負債合計 61,273 61,870

純資産の部

株主資本

資本金 10,532 10,532

資本剰余金 11,904 11,904

利益剰余金 △20,367 △19,297

自己株式 △21 △21

株主資本合計 2,047 3,117

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 28 28

土地再評価差額金 6,001 6,001

その他の包括利益累計額合計 6,029 6,029

純資産合計 8,077 9,147

負債純資産合計 69,350 71,017
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
　至 平成23年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
　至 平成24年11月30日)

売上高 63,302 62,974

売上原価 47,296 47,180

売上総利益 16,005 15,793

販売費及び一般管理費 13,983 14,075

営業利益 2,022 1,718

営業外収益

受取利息 188 184

持分法による投資利益 15 72

協賛金収入 50 34

負ののれん償却額 148 148

未回収商品券受入益 180 181

受取賃貸料 259 255

その他 124 119

営業外収益合計 967 996

営業外費用

支払利息 633 577

売上割引 291 294

商品券回収損失引当金繰入額 132 133

その他 316 257

営業外費用合計 1,373 1,262

経常利益 1,615 1,452

特別利益

固定資産売却益 － 1

貸倒引当金戻入益 1 －

PCB廃棄物処理費用引当金戻入益 2 －

特別利益合計 4 1

特別損失

固定資産売却損 － 86

固定資産除却損 154 264

減損損失 490 －

投資有価証券評価損 － 4

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 406 －

特別損失合計 1,051 355

税金等調整前四半期純利益 568 1,098

法人税、住民税及び事業税 17 28

法人税等調整額 △68 △0

法人税等合計 △50 28

少数株主損益調整前四半期純利益 619 1,070

四半期純利益 619 1,070
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
　至 平成23年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
　至 平成24年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 619 1,070

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5 4

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △4

その他の包括利益合計 3 0

四半期包括利益 623 1,070

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 623 1,070

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【継続企業の前提に関する事項】

　　　　該当事項はありません。

　
【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　　　該当事項はありません。

　

　

【会計方針の変更等】

　　　該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　　該当事項はありません。

　
【追加情報】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成24年３月１日  至  平成24年11月30日)

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負の

のれんの償却額は、次のとおりであります。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年３月１日
至  平成23年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年３月１日
至  平成24年11月30日)

減価償却費 1,265百万円 1,218百万円

負ののれんの償却額 148  〃 148  〃

　

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自  平成23年３月１日  至  平成23年11月30日)

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。　

　

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成24年３月１日  至  平成24年11月30日)

１．配当金支払額

　該当事項はありません。　

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年３月１日  至  平成23年11月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
（注）

合計
百貨店業 友の会事業

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 63,302 ― ― 63,302

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 522 ― 522

計 63,302 522 ― 63,825

セグメント利益又は損失（△） 2,209 △21 ― 2,188

(注)　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報サービス事業

を含んでおります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 2,188

セグメント間取引消去 △166

四半期連結損益計算書の営業利益 2,022

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る減損損失)

　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

合計
百貨店業 友の会事業

 減損損失 490 ― 490

　

　　(のれんの金額の変動）

　　　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社井筒屋(E03032)

四半期報告書

16/20



　

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年３月１日  至  平成24年11月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
（注）

合計
百貨店業 友の会事業

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 62,974 ― ― 62,974

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 510 ― 510

計 62,974 510 ― 63,485

セグメント利益 1,872 18 ― 1,891

(注)　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報サービス事業

を含んでおります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 1,891

セグメント間取引消去 △172

四半期連結損益計算書の営業利益 1,718

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年３月１日
至  平成23年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年３月１日
至  平成24年11月30日)

　 １株当たり四半期純利益金額 5円40銭 9円33銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(百万円) 619 1,070

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 619 1,070

    普通株式の期中平均株式数(千株) 114,654 114,652

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。　

　

２ 【その他】

　　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年１月10日

株式会社井筒屋

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    東    能    利    生    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    宮    本    義    三    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社井筒屋の平成24年３月１日から平成25年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成
24年９月１日から平成24年11月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年３月１日から平成24年11月
30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結
包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社井筒屋及び連結子会社の平成24年11
月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していな
いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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